
 
  

鹿児島県子ども食堂地域ネットワーク

拠点づくり支援事業募集要項 

鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども福祉課 
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１ .事業の目的  
県内の子ども食堂が地域で継続的な運営が出来るよう、地域内の関係者間における連携強化と食

材等の受入れ、配送、保管等を地域で行うための拠点づくりを支援するため、（１）地域ネットワーク協

議体制の構築に関する事業及び（２）地域ネットワーク拠点整備に関する事業に対し、補助を行いま

す。 

 

２．募集事業 

下記２種類の事業について募集します。 

１－１ 地域ネットワーク協議体制の構築に関する事業 

県内に活動拠点を有し、地域の子ども食堂に対して食品や場所の提供を行うなど、子ども食堂へ

の支援活動を行っている団体等で構成される協議体制の構築を目的とした以下の事業 

＜協議体を構成する団体＞ 

子ども食堂、フードバンク、子ども食堂支援企業・団体、社会福祉協議会等 

① 協議体制を構築するために、必要な研修会や協議会の実施に係る事業 

② 協議体参加を募る広報に関する事業 

③ 人材の育成に関する事業 

④ 連携の構築に関する事業 

＜取組事例＞  

・ ネットワークの活動を周知するためのＨＰやポータルサイトの立ち上げ、パンフレットの作成 

・ ネットワーク加盟団体を対象とした研修や交流会、支援が必要な子供や家庭への対応に係る研修 

・ 地域ネットワークの連携強化、地域の企業団体等に対する活動の周知、協働イベントの開催   等 

 

１－２ 地域ネットワーク拠点整備に関する事業 

１－１で構成した協議体の拠点整備、機能強化を目的とした事業 

＜取組事例＞  

・ 倉庫機能を備えた中間拠点を整備するため、建物内に冷蔵庫、スチールラック、コンテナ、台車等を設

置 

・ 子ども食堂運営者・支援者等の相談窓口、情報共有の場を整備するため、建物内に冷暖房設備、

机、椅子等を設置 
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＜補助対象事業の実施期間＞  

交付決定日 ～ 令和９年3月31日 

 

３．選考スケジュール 

＜募集期間＞  

令和８年６月15日（月）～令和８年7月31日（金） 

＜申込方法＞  

・電子メール（原則） 

・持参または郵送（簡易書留による） 

＜交付決定＞  

令和８年９月頃 

鹿児島県子ども政策局子ども福祉課内において審査し決定する。 

＜補助金支払＞  
地域ネットワーク（申請者） 県（子ども福祉課） 

①補助金交付申請書（別記第1号様式）提出 

 

 

 

④概算払申請書提出（別記第９号様式） 

 

  ＜事業計画書に基づき事業実施＞ 

 

事業完了後 

⑥実績報告書提出（別記第６号様式） 

 

 

⑨補助金交付請求書提出 

（未請求分がある場合） 

 

②申請内容の審査 

 

③補助金交付決定通知 

 

⑤申請書に基づき、補助金を概算払 

 

 

 

 

⑦実績報告内容の検査 

⑧補助金交付額確定通知 

 

⑩請求書に基づき、補助金を精算払 

 

⑫残金が生じた場合は県へ返金 

⑪（残金がある場合は返納通知） 

 

（返納を確認） 

＜事業完了＞  

令和９年3月31日まで 
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実績報告書を事業完了後15日以内または令和８年3月31日のいずれか早い日までに提出 

 

４．応募資格 

以下の条件を満たす団体とする（法人格の有無は問わない） 

ア 県内に活動の拠点を有していること。 

イ 子ども食堂に対して、食品や場所の提供を行うなど、子ども食堂への支援活動を行っている団体

等が加盟していること。 

ウ 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。 

エ 関係者及び関係団体に暴力団員及び暴力団がいないこと。 

オ 地域ネットワーク運営において、独立した経理を行うこと。 

 

５．採択数・補助率・補助限度額 

＜採択数・補助率・補助限度額＞  
募集事業 採択数 補助率 補助限度額 

地域ネットワーク協議体制の構築に関する事業 ５ 10/10 20万円 

地域ネットワーク拠点整備に関する事業 ５ 10/10 150万円 

 

６．補助対象経費 

５－１  補助対象経費  

補助対象期間に実施する事業に必要な次の経費。ただし、事業の実施により収入を得る場合は、そ

の収入額を控除したものを補助対象経費とする。また、地方公共団体又は民間の助成機関から補助・

助成を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、補助の対象外とする。 

① 地域ネットワーク協議体制の構築に関する事業 

経費の種類 詳細及び説明 

謝金 講師謝金、外部協力者に対する謝金 

旅費 
事業の実施に要する、団体スタッフ・アルバイト等の旅費・交通費（講師の旅

費交通費を含む。）※日当及び雑費は含めない。 

需用費 印刷製本費、消耗品費、燃料費、光熱水費 

役務費 通信運搬費（郵送料、運搬料など）、広告料、手数料、保険料 

使用料・賃借料 会場借上料（付属設備使用料を含む。）、機材等の借上料 

その他事業管理費 上記費目以外で事業実施に関して必要な経費 
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その他の経費については、交付申請の前に県に協議し、認められた経費を補

助対象経費とし、計画書において、その支出を明らかにすること。 

※家賃、燃料費、光熱水費及び通信運搬費等で、団体の運営上、恒常的に発

生する経費については補助対象外とする。 

 

② 地域ネットワーク拠点整備に関する事業 

経費の種類 詳細及び説明 

備品購入費 
長期間使用に耐えうる物品 

※事業目的達成のために真に必要なものに限る。 

工事費・修繕料 

建物等の改修、外装・内装工事、設備類の設置工事 

※台所シンクや冷蔵庫等の物品を購入し、設置工事を行う場合は、物品購入

費と工事費とを分けて計上し、物品は備品購入費に計上し、備品として取り

扱うこと。 

その他事業管理費 

上記費目以外で事業実施に関して必要な経費 

その他の経費については、交付申請の前に県に協議し、認められた経費を補

助対象経費とし、計画書において、その支出を明らかにすること。 

※家賃、燃料費、光熱水費及び通信運搬費等で、団体の運営上、恒常的に発

生する経費については補助対象外とする。 

※注１） 備品購入費及び工事費・修繕料を計上するにあたっては、 

① 備品購入又は工事・修繕の必要性、 

② 事業終了後の管理・使用計画 

について説明書（Ａ４判１枚程度、任意様式）を添付すること。 

※注２） 本事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械、器具及びそ

の他の財産については、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁

長官が別に定める期間を経過するまでこども家庭庁長官の承認を受けないで、この補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはなら

ない。〔別に定める期間：こども家庭庁告示第9号（令和5年4月1日）参照〕 

※注３） 中古市場において広く流通していない中古機械設備等、その価格設定の適正性が明確で

ない（また品質や安全性を担保できない）中古品の購入費は補助対象外とする。（３者以上

の中古品流通事業者から型式や年式が記載された、同程度の製造年月日・性能の相見積も

りを取得している場合等を除く。） 

※注４） 個人からの購入やオークションサイトなどでの購入品も補助対象外とする。 
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５－２  補助額  

補助対象経費に補助率を乗じて求めた額を補助基本額とします。補助基本額と補助限度額を比較

して、少ない方を補助金の額（補助額）とします。 

ただし、算出された経費ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとします。 

 

７．審査基準 

事業計画内容等を次の視点から、子ども福祉課において審査します。書類審査のほか、必要に応じ

て現地調査等を実施します。審査の結果、補助金を交付すべきと認められた場合は、交付決定しま

す。 

（１）事業の趣旨に関すること 

・事業内容、目的が、地域ネットワーク協議体制の構築に関する事業、地域ネットワーク拠点整備に

関する事業の趣旨を的確に捉えているか。 

・事業内容が具体的かつ明確になっているか。 

（２）事業の実施効果に関すること 

  ・事業実施により具体的な効果・成果が期待できるか。 

  ・事業の効果・成果が一過性でなく、継続性が期待できるか。 

（３）事業の実現性に関すること 

  ・事業の実施方法が具体的に考えられているか。 

  ・事業スケジュールは具体的で実現可能か。 

  ・事業を遂行する能力が十分あると認められるか。 

  ・ネットワークを構成する団体の役割が具体的かつ明確になっているか。 

（４）見積もりの妥当性について 

  ・所要経費の積算は、事業内容に対し妥当なものか。 
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８．提出書類等 

７－１ 提出書類 

（１）申請  

交付申請書（様式第１号） 

□ 事業計画書 別紙１ 

□ 経費明細書 別紙２ 

□ 団体概要調書 別紙３ 

□ 定款又は規約又はそれに準ずるもの （ネットワークの参加者が分かるもの） 

□ 地域ネットワークに加盟する団体の広報紙、会報、その他活動内容が分かるもの 

□ 備品購入費、工事費・修繕料及び３万円以上となる印刷製本費、消耗品費、広告料については、金

額が分かる資料又は見積書 

□ 備品購入費及び工事費・修繕料については、①備品購入費又は工事・修繕の必要性、②事業終了

後の管理・使用計画についての説明書（Ａ４判１枚程度） 

 

（２）実績報告  

実績報告書（様式第６号） 

□ 事業報告書 別紙１ 

□ 経費明細書 別紙２ 

□ 備品管理台帳 別紙３ ※別紙２の備品購入費に計上がある場合 

□ 領収書の写し等支払いを確認できるもの 

□ 事業実施内容が分かる写真、印刷物等 

※ 上記のほか、必要に応じて追加書類の提出を求めることがある。 

 

７－２ 提出方法 

電子メール、持参又は郵送（簡易書留による） 

＜提出先＞ 

鹿児島県保健福祉部子ども政策局子ども福祉課子ども支援係 宛 
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（住所）  〒890－8577   鹿児島市鴨池新町10番1号 

（電話）  099－286－2809 

（Eメール） k-shien＠pref.kagoshima.lg.jp 

 

９．留意事項 

（１） 次の事項に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。 

・ 補助対象事業に関して虚偽の申請又は報告をした場合 

・ 申請した事業以外に補助金を使用した場合 

・ 事業が対象期間内に実施されない場合 

・ 実績報告書の提出がされない場合（事務が完了しない場合も同様）。 

（２） 交付確定額より、概算払額が上回った場合、納付書により県の定める期間内に差額を返納して

いただきます。 


